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第 79 回岩手県総合計画審議会 

 

（開催日時）平成 29 年６月 22 日（木）13 時 00 分～15 時 20 分 

（開催場所）ホテル東日本盛岡 ３階「鳳凰の間」 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 事 

 （１）平成 29 年度における審議会の運営について 

 （２）次期総合計画の意義について 

 （３）次期総合計画の策定の進め方について 

 （４）講演 

    ア 「持続する地域社会創りと新たな発展指標の開発」 

       （関西大学 社会学部 草郷 孝好教授） 

    イ 意見交換 

 （５）その他 

４ その他 

５ 閉 会 

 

  出席委員 

   岩渕明会長、鎌田英樹副会長、五十嵐のぶ代委員、五日市知香委員、神谷未生委員、 

   黒沢惟人委員、斎藤千加子委員、酒井明夫委員、佐藤富美子委員、下向理奈委員、 

   高橋勝委員、谷藤邦基委員、千田ゆきえ委員、恒川かおり委員、森奥信孝委員、 

   八幡博文委員 

  欠席委員 

   青木幸保委員、浅沼道成委員、伊藤昌子委員、遠藤譲一委員 

 

１ 開 会 

○南政策地域部副部長兼政策推進室長 皆様、大変長らくお待たせいたしました。定刻と

なりましたので、ただいまから第 79 回岩手県総合計画審議会を開催いたします。 

 私は、事務局を担当いたしております政策地域部副部長兼政策推進室長の南でございま

す。暫時進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は委員 20 人のうち 16 人の皆様に御出席をいただいており、半数を超えております

ので、岩手県総合計画審議会条例第４条第２項の規定により、会議が成立していることを

まずもって御報告いたします。 

 なお、本日は、青木委員、浅沼委員、伊藤委員、遠藤委員は欠席となっております。 

 ここで、委員の退任について御報告をいたします。岩手県ＰＴＡ連合会顧問、金谷茂様

におかれましては、平成 26 年４月から２期３年にわたって本審議会の委員をお務めいただ

きました。このたび退任されることとなりました。これまでの御尽力に対し、改めて感謝

を申し上げます。後任につきましては、本日御出席いただいております岩手県ＰＴＡ連合
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会会長、五十嵐のぶ代様にお願いいたしておりますので、御紹介いたします。 

 五十嵐委員でございます。 

 

○五十嵐のぶ代委員 皆さんこんにちは。一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会で去年から会

長を務めております五十嵐のぶ代と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○南政策地域部副部長兼政策推進室長 なお、議事（４）の講演でありますが、岩手県総

合計画審議会条例第５条の規定により、審議会は必要に応じて学識経験のある者の出席を

求め、その意見を聴くことができるとされております。本規定に基づきまして、本日は関

西大学社会学部、草郷教授に御臨席いただき、御講演及び意見交換における御助言をいた

だくこととしておりますので、あらかじめ御了承願います。 

 

２ あいさつ 

○南政策地域部副部長兼政策推進室長 それでは、開会に当たりまして達増知事から御挨

拶を申し上げます。 

 

○達増知事 第 79 回岩手県総合計画審議会の開催に当たりまして、御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様にはお忙しい中、御出席を賜りましてまことにありがとうございます。日ご

ろより岩手県勢発展のために御尽力いただいておりますこと、改めて御礼申し上げます。 

 県では、今年度の予算を未来につなげる復興ふるさと振興予算と名づけ、東日本大震災

津波からの復興や、昨年の台風第 10 号災害からの復旧・復興を最優先に実施するとともに

ラグビーワールドカップ 2019TM釜石開催の成功に向けた取組などの文化、スポーツ振興施

策、海外への岩手ブランドの発信や若者、女性活躍の一層の支援などに引き続き取り組ん

でおります。 

 今年度は計４回の審議会の開催を予定していますが、委員の皆様におかれましては、「い

わて県民計画第３期アクションプラン」及び「岩手県ふるさと振興総合戦略」の着実な推

進に向けて引き続き御審議、御指導賜りますようお願い申し上げます。 

 今年度の審議会では、長期的な県勢推進の観点から、次期総合計画の策定に向けた議論

をさらに深めていただくこととしております。本日の審議会におきましては、事務局から

次期総合計画の意義や策定の進め方について御説明いたします。また、持続する地域社会

づくりと新たな発展指標の開発をテーマに関西大学社会学部、草郷先生から御講演をいた

だき、その内容も踏まえて幸福と次期総合計画のあり方などについて、委員の皆様から御

意見をいただくこととしております。 

 委員の皆様におかれましては、御専門の知見や御活躍の分野からの視点あるいは県民、

地域の視点などから忌憚のない御意見や御提言を賜りますようお願い申し上げまして、御

挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○南政策地域部副部長兼政策推進室長 それでは、次に議事に入ります前に、本日の審議

の概要等、会議の進め方について事務局から御説明申し上げます。 
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○小野政策地域部政策推進室政策監 事務局を務めております県の政策地域部政策推進室

の小野でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料の資料１によりまして、本日の審議会の審議等の概要につきま

して御説明申し上げます。資料１でございます。 

 まず、議題の１といたしまして、今年度における審議会の運営につきまして御説明申し

上げます。 

 続きまして、議事２、議事３によりまして、次期総合計画の意義、策定の進め方などに

つきまして御説明申し上げます。これらにつきまして一括して御説明の上、皆様から質疑

等をいただければと思います。 

 続きまして、議事の４でございますが、関西大学の草郷教授から御講演をいただいた後、

委員の皆様の実り多い意見交換をお願いしたいと考えております。意見交換といたしまし

ては、次期総合計画において、「幸福」をテーマにすることに関するさまざまな御意見、幸

福と地域の社会経済に関する御意見などについて頂戴できればと考えております。 

 それから、議事の５といたしまして、その他、委員の皆様から御意見などありましたら

御発言をお願いしたいと思います。また、事務局から１件御報告がございます。岩手県国

土強靱化地域計画の見直しにつきまして御説明を申し上げます。本日の資料につきまして

は、あらかじめ委員の皆様には一括してお送り申し上げておりますが、本日机の上に何点

か資料を差し替えさせていただいております。次第、資料１、資料２、資料５につきまし

ては、委員の皆様の机の上にお配りしており、本日の講演のテーマの関係で、資料の差替

をお願いしているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○南政策地域部副部長兼政策推進室長 本日の審議会は、ただいま御説明申し上げました

内容でもって進めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、以後の進行につきましては、岩渕会長よろしくお願いいたします。 

 

３ 議 事 

 （１）平成 29 年度における審議会の運営について 

 （２）次期総合計画の意義について 

 （３）次期総合計画の策定の進め方について 

 （４）講演 

    ア 「持続する地域社会創りと新たな発展指標の開発」 

       （関西大学 社会学部 草郷 孝好教授） 

    イ 意見交換 

 （５）その他 

○岩渕明会長 それでは、ただいまから議事に入りたいと思います。きょうの最初の議題

は、先ほどありましたように総合計画審議会の運営についてですが、事務局から説明をい

ただきたいと思います。 

 

○小野政策地域部政策推進室政策監 それでは、資料２によりまして御説明申し上げます。 
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 平成 29 年度における岩手県総合計画審議会の運営についてでございますけれども、今年

度は今回 79 回を含めて、下の表のとおり４回の審議会の開催を予定しております。本年度

は、表の中にございますように通常の県民計画等の推進に係る審議に加えまして、次期総

合計画の策定につきまして集中的に審議をお願いする予定でございます。その際、審議会

ごとに部会等を設置することについても想定してございますが、部会等の詳細につきまし

ては次回以降の審議会におきまして、改めて御説明申し上げたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○岩渕明会長 ただいま事務局から 29 年度の審議会の運営について御説明がありました

が、御意見、御質問などがございましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

 

 「なし」の声 

 

○岩渕明会長 今年度は４回、日程が本日の６月 22 日、９月 15 日、10 月 27 日、２月 13 日

ということで、スケジュールの確保についてよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、ただいま説明あったような形で審議会を運営したいと思いますので、皆さん

の御協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、次の議事に入りたいと思います。次の議事は、次期総合計画の意義について、

それから続いて次期総合計画の策定の進め方について、あわせて御説明いただきたいと思

います。 

 

○小野政策地域部政策推進室政策監 それでは、資料３、資料４―１、４―２によりまし

て、議事（２）次期総合計画の意義、議事（３）次期総合計画の策定の進め方について御

説明申し上げます。 

 初めに、資料３を御覧いただきたいと思います。次期総合計画策定の意義でございます

けれども、まず１、計画策定の趣旨でございます。上のところに書いておりますように、

県民を初め多様な主体が岩手のあるべき姿に向かって今後 10 年間に何をすべきかを考え

るといったこと、そしてみんなで力を結集し、行動していくための目指す将来像や取組の

方向性を明らかにするといったことを趣旨としております。 

 策定の特徴といたしまして、２つ挙げてございます。計画策定過程におきまして、県民、

市町村、各団体、県外の方々など、あらゆる主体に意見を求めてまいりたいと考えており

ます。 

 それから、オールいわて総結集のプロジェクトとして、県民の皆様の多くの参加を得な

がら計画をつくってまいりたいと考えております。 

 次に、２の計画の役割でございます。復興とその先を見据え、時代の潮流や岩手の特性、

可能性を踏まえながら今後 10 年間における県の政策推進の方向、具体的な取組内容を示す

ものでございます。 

 もう一点、地域社会のあらゆる構成主体がそれぞれみずから取組を進めていくためのビ

ジョンとなる計画の役割を考えております。 

 ３、計画の期間でございますけれども、現在の「いわて県民計画」が平成 30 年度までの
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計画でございます。平成 31 年度当初を初年度といたします 10 年間の計画とすることを考

えております。 

 それから４、計画の呼称ですけれども、最終的には県民の皆様にも親しみやすい名称を

つけるということですが、当面「次期総合計画」を呼称として使ってまいりたいと思って

おります。 

 それから、５の復興計画との関係でございます。岩手県の復興計画につきましては、平

成 23 年度から 30 年度までの８年間の計画になっております。次の次期総合計画において

も復興の取組を明確に位置づけ、市町村や国と一体となった切れ目のない復興の取組を進

めていくものと位置づけております。 

 続きまして、資料４―１におきまして、計画の策定の進め方について御説明申し上げま

す。ここにありますのは計画ができ上がっていくまでのイメージでございますけれども、

各策定過程におきまして、当総合計画審議会において皆様から御意見をいただきながら計

画をつくってまいります。まず、今年度でございますけれども、次期総合計画の基本的方

向について、当審議会へ意見を求める、いわゆる諮問を行った後、来年度前半には審議会

から中間答申をいただき、来年度後半には最終答申をいただきたいと考えております。 

 また、主に今年度を想定しておりますが、今後 10 年の岩手などをテーマに幅広く県民、

ＮＰＯ、企業、有識者の方々を初め多様なさまざまな皆様から次の 10 年に何をしていくべ

きかなどにつきまして御提案、御意見をいただきたいと考えております。 

 詳細につきましては、次の２ページ目を御覧いただきたいと思います。今、さまざまな

主体から御意見、御提案をいただくと申し上げましたけれども、こちらには、考えられる

意見の聴取方法を例示しております。上の方から見ていただきますとわかりますが、県民

の皆様、それから若者、女性の方々、大学生、外国人の方々、岩手にゆかりのある県外に

お住まいの方々などさまざまな方々にこのような形をとりまして御意見、御提言をいただ

きまして、また一番下でございますけれども、各種情報媒体を通じた幅広い発信も積極的

に行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、資料４―２を御覧いただきたいと思います。Ａ３横の資料でございます。

こちらは昨年 11 月の当総合計画審議会において御報告させていただきました岩手の幸福

に関する指標、研究会の中間報告書における幸福度の指標体系の中で、12 の幸福に関連す

る領域を御説明した経緯がございますが、簡単に申し上げまして、それぞれの皆様が幸福

について考える際に、どういう要素を重視しているかについて、このような 12 の領域をも

って考えているということをさまざまな先行の研究、あるいは、当県でつくっております

研究会の中でまとめたものでございます。この 12 の領域ごとにそれぞれの論点、さらに掘

り下げた切り口や問題意識、キーワードという形でまとめたものでございます。これにつ

きましては、今、御覧になりましてさまざまな御意見やお考えがあるかと思います。固定

したものではなくて、これを一つの論点といたしまして、幅広い御議論をいただきまして

幸福、それに向かってどのようなものが重要か、どういう行動が必要かといったものにつ

いて、先ほど申し上げましたさまざまな機会、ワークショップ、懇談会などの場で県民の

皆様から御意見を伺う際に活用してまいりたいという趣旨でつくったものでございます。 

 以上、次期総合計画の意義、それから策定の進め方について御説明いたしました。御審

議につきましてよろしくお願いいたします。 
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○岩渕明会長 ただいま事務局から説明いただきました進め方等について、御意見等ござ

いましたらお願いしたいと思います。資料３の意義について、今後 10 年間で、我々がどう

いう岩手をつくっていくかというところかと思いますが、これについては御質問等はよろ

しいでしょうか。本日は委員の皆さんがたの次期総合計画のコンセプトについての情報共

有ということかと思います。 

 千田委員、どうぞお願いします。 

 

○千田ゆきえ委員 私は、総合計画審議会の委員になって、おそらく今年で５年目か６年

目ぐらいになりますが、最初に私が委員になったときに、果たして自分の役割や私は何を

やるのだろうという疑問が大きく、毎回参加するたびにきょうは何を言ったらいいのかな

という疑問があったのですが、委員を務めて１年、２年と経ってから、「そうか、次期の総

合計画をみんなでつくって意見を言う場なのだ」ということが、ようやくわかってきたと

ころです。ですから、おそらく今回初めて参加されるかたはすごく漠然としているという

か、何を自分でやったらいいのだろうということがいまいちわからないというお話が、年

代が近い女性の委員から聞こえてきましたので、そのあたりをもう少し丁寧に説明いただ

いた方が、皆さんの意思統一が図れるのかなというところです。また、私が最初に委員に

なったときに分科会が「人口」と「豊かさ」と２つに分かれていて、それぞれの分科会で

委員の皆様が岩手県の人口減や豊かさについて議論をしていたときに、その２つというの

は実は切って切り離せないもので、突き詰めていくと豊かさなどの中で、幸せって何なの

だろうねというところに行き着いて、幸福論という話が出たと思うのですけれども、今年

度から参加されたかたがいきなり幸福論というキーワードを聞いたときにすごく漠然とし

たというか、唐突な感覚を受けられるのではないかということが少し心配で、今までの流

れなども、もう少し共有した方がよろしいかなと思ったところです。 

 以上です。 

 

○岩渕明会長 事務局いかがですか。 

 

○小野政策地域部政策推進室政策監 昨年度の審議会におきましても、まだ次期総合計画

をつくるという前の段階ではございましたけれども、今の岩手はどうなっていて、これま

での時代の潮流がこのように考えられていると、これからどういう方向を目指していくべ

きか、どういうテーマを考えるべきかという議論の中において、幸福が出てまいりますし、

今、委員からお話がございました過去の総合計画審議会における２つの部会の中でもまさ

に豊かさ、幸福が出てきた経緯がございます。特に今回新たに委員に就任された委員のか

たには、委員おっしゃいますようにそういった経緯につきまして御説明が足りなかった点

もあるかと思いますので、これから計画の策定に当たりましては、改めて今までの流れ全

体がわかるような形で、簡潔に説明するように工夫させていただきたいと思います。あり

がとうございます。 

 

○岩渕明会長 要するに、ミッションが不明確だと発言する内容もピントがずれてしまう
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心配があるということかと思います。やはり、各回の審議内容や議論の流れについて、把

握して臨む必要があろうかと思います。五十嵐委員はきょうが初めてですので、一番難し

いかなと思います。10 年後のいわてをどうつくっていくか、みんなで議論して計画に落と

し込むということになりますが、我々なり、事務局なりが御説明しますので、どうぞ遠慮

なく御不明なところがあれば挙手いただければと思います。ほかの委員の皆さんも、不明

点がある際には、随時確認しながら議事を進めていくということで問題ないでしょうか。 

 

 「なし」の声 

 

○岩渕明会長 ほかになければ、次の議題、講演に移りたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。講演の準備を行います。 

 それでは、改めて、本日草郷先生に御講演をお願いする趣旨等について御説明します。

本審議会では昨年度、京都大学の内田先生から幸福に関する御講演、それから幸福に関す

る指標研究会からの中間報告をいただきました。中間報告の内容は資料４－２で先ほど説

明があったとおりです。今後 10 年間を展望する上での幸福の視点については、先日開催さ

れた「いわて未来づくり機構」でも知事が幸福保障という表現を使っており、次期総合計

画における幸福の位置づけについての議論を深めるため、先生に御講演をお願いしている

ものです。 

まず初めに事務局から講師の先生の紹介をいただきたいと思います。 

 

○小野政策地域部政策推進室政策監 草郷先生には 1986 年に東京大学経済学部経済学科

を御卒業、1992 年にスタンフォード大学大学院修士課程開発経済学を御修了、1996 年にア

メリカのウイスコンシン大学マジソン校大学院博士課程開発学を修了されました。その後、

国連開発計画上級貧困削減政策アジア太平洋地域アドバイザー、それから大阪大学大学院

人間科学研究科准教授、カナダブリティッシュコロンビア大学資源環境持続性研究センタ

ー客員教授などを経られまして、2009 年から現職の関西大学社会学部教授でいらっしゃい

ます。現在は、開発研究、地域発展指標、プロセス評価、アクションリサーチを中心とし

た研究をなさっておられます。本日は御多用のところ、本審議会における次期総合計画の

策定に係る議論に資するため、先生にお越しいただきまして、「持続する地域社会づくりと

新たな発展指標の開発」について御講演をいただくものでございます。 

 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○草郷孝好教授 ありがとうございます。改めまして、草郷孝好です。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 私が取り組んでいる研究が、審議会での皆さんと意見交換の材料になればということで、

今回の貴重な講演の機会をいただいておりますので、実はたくさんの内容を詰め込ませて

いただきました。40 分間ということですので、最初に皆さんに御了解いただきたいのは

少々早口になるかもしれませんが御辛抱ください。 

 きょうのテーマは「持続する地域社会創りと新たな発展指標の開発」ということであり

ますが、そもそも一体私は何者かという点について簡単にいうと、私の専門は開発学とい
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うものです。研究のテーマは、「より善い生き方を育む持続的な社会創りの理論と実践」で

ございます。中でも、実際的な研究として最近特に力を入れているのがアクションリサー

チというもので、その研究の場で、きょうもお話するような、市民目線で生活実感調査を

行う、あるいは、社会発展指標を実際につくっていく取組に参画する活動をしております。

活動は、福井、新潟、兵庫、愛知あるいはブータン、ネパールと、割と多岐にわたって行

っております。 

 そうした研究を行っている私から、きょう皆さんにお話しさせていただく内容は、大き

く３つのパートに分かれます。前半が２つのパートで、私たちがなぜこういう問題に取り

組まなければならないか、いわゆる大きな課題の確認。それから、国際社会で動いている

その課題につながった、今私たちが置かれている目指す目標といいますか、課題として言

われている社会システムについての展望を少しきょうの話の背景ということで紹介させて

いただき、それにつなげて新たな社会発展モデルの見直しが実は求められているというこ

と、これが開発学の中の重要な課題の一つでもあるのですが、それにつなげて、きょうの

テーマである指標についてどういう取組が今起きつつあるかということを少しお話しし、

その後、後半、２つの事例を紹介します。 

 １つは、岩手県同様、県単位ということで兵庫県の取組、「21 世紀兵庫長期ビジョンと

ゆたかさ指標」、２つ目の取組は少し小さい単位になりますけれども、愛知県の長久手市の

「ながくて幸せのモノサシづくり」、この２つの事例を紹介させていただきます。 

 最初に、私たちが直面する課題から入りたいと思うのですが、先ほども御意見がありま

したが、少子高齢化と地域間の人口の隔たりが、今、日本が取り組まなければならない深

刻な問題となっています。こちらは、社会保障・人口問題研究所が公表している生涯人口

推計で、かなり広く使われているものですけれども、2060 年にはこのままでいくと１億人

はおろか 8,000 万人から 9,000 万人の間ではないかという推計となっています。 

 もう一つ重要なのは、地域間における人口の隔たりが激しいということです。こちらは

全都道府県の人口の推移で、初回の 1920 年の国勢調査から 2010 年に至るまでの推移を

1920 年を 100 として示しています。そうすると、都道府県でいうと一番高いところにある

線が神奈川県で、およそ 6.8 倍です。一番下の一番小さいところが島根県だと思うのです

が、ほぼ 1920 年と同じぐらいです。こちらは見やすいように少し集約したグラフで、赤い

色の太いところが皆さんがお住まいの岩手県です。岩手県がおよそ 1.6 倍をちょっと切る

ぐらいということで、90 年かけてどういう人口の変化であったか。これはなぜ起きたかと

いうことは重要なので、また後でお話し差し上げるときに出てくるものだと思って、頭の

片隅に置いておいてください。 

 これが広く言われる少子高齢化の問題と連動している課題ですよね。私が属しています

開発学の分野では、今、私たちが一番力を入れなければいけないものは何かといったとき

に出てくるのは、赤字で示しております、持続可能な開発を目指していく国際社会の動き

であり、これに目を向ける必要がある。国際連合がＳＤＧという指標を策定したものに、

それからどのような国際社会をつくっていくかという大枠を設定したものなのです。持続

可能な開発目標、サステナブル・ディベロップメント・ゴールズと言うのですけれども、

これがつくられています。なかなか日本で浸透していないようなのですが、これが実は海

外ではかなり活発に地域レベルにまで落とし込んでいこうというような動きがある。端的
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に申し上げれば、いわゆる環境と経済が対立してしまう。経済発展を遂げると環境は、マ

イナスの影響を受けるというところから、それを越えていかにその両者が調和できるか、

そういうシステムをつくっていくということが大事であると。大変野心的な試みでして、

17 の開発目標があります。ちょっと見にくいのですけれども、貧困、飢餓から始まって、

教育の問題、あるいはいわゆる健康の問題ですね、そしてジェンダーの問題があります。

それから、さまざまな観点から見たときの環境です、水の問題であるとか、エネルギーの

問題であるとか、あるいは科学技術の問題も抱えています。そして、ここに 11 番目の中に

は、きょうの話にもつながるようなテーマ、住み続けられるまちづくりというようなもの

も入っています。 

 やはり、こういうものに私たちが目を向ける必要があると私は考えておりますし、開発

学を取り組んでいる世界中の研究者がそういう方向性を見て、どのようなシステムが必要

かという議論が進んでいると。そうすると、今、私たちが向き合っていかなければならな

い課題は何かというと、人口減少が進み、地域偏在化も進んでいる。その中で持続する地

域社会をどうつくるか。つくるというのは創造ということなのですけれども、そういうチ

ャレンジ。そのときに、私たちがやはりその根っこになるところに目を向ける必要がある。

それがいわゆるモデルの問題だと考えております。 

 先ほどの地域間の人口格差がなぜ生じたのかについてですけれども、これまでの私たち

の開発モデルをきっちりと見直してみる必要があります。これは、非常にざっくりとシン

プルに書いていますけれども、いわゆる経済成長を必要とするときの考え方です。日本で

は長年経済成長を追求して、メリットもたくさんあります。つまり、私も経済成長のおか

げで、教育を受けられて、この場に立つことができていますし、健康的な生活も送られる。

これは間違いなく経済成長があって国づくりが進んだ結果だと思っています。 

 ただし、それが果たして、多くの人の生活が必ず改善してきているのだろうか、あるい

は、それで幸福度がアップしているのだろうかという、実はそのことについては、下に書

いていますけれども、これまでのところ、いわゆる産業化を遂げて、見事に高度産業化を

遂げることで新しい雇用がつくられる。それによって、収入も増えるというモデルが機能

していることによって、生活が改善し、幸福度がアップするという前提を置いてつくって

きたものですけれども、本当にそれで機能しているのだろうかと。その点について、皆さ

んもうこの会議でも議論されたようなのですが、アメリカの経済学者のイースタリンとい

う経済学者がアメリカのデータを活用して、収入面での改善が見られたとしても、それに

伴って人々の生活の評価、生活の満足度に対する評価のデータは、必ずしも同じ結果にな

っていないという有名なイースタリン･パラドクスです。日本でもそういう現象が起きてい

ます。 

 では、実際のところそこに住んでいる国民、市民はどういう評価をしているのだろう、

何を求めているのだろうかが気になるわけです。経済的な、物質的な満たされ方をさらに

追求するのか、あるいは、それ以外のものを求めるのか。これは、同じく内閣府の「国民

生活に関する世論調査」から引用してきました。そこで、毎年、あなたは物の豊かさを大

事にしたいか、あるいは、心の豊かさ、ゆとりある生活を大事にしたいかという質問をし

た結果、どちらを支持するかというデータです。そうすると、最近転換したのかなと思い

きや、実は結構早い段階の 1980 年代初頭で転換しているのです。そこから、あとはどんど
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ん差が拡大しているという実態がある。そうすると、やはりモデルとして前提条件に置い

ているのが、そのままでいいのだろうかという根っこの部分に対する疑問に向き合う必要

がある。それが社会発展モデルの見直しが必要ではないかという理由です。 

 では、私の属している開発学では、今、まさに皆さんに申し上げている何をもって幸せ

であるかや、豊かさをもたらすのだろうかが、究極の課題なのです。今までお話しした中

では、お金が増えれば自分の生活が良くなると言えるのだろうかとか、幸せって何だろう

かと感じている人が確実に増えています。 

 同様に、研究者も、現実に何が起きるかによって結構研究課題を変えています。今、何

が起きているかに対してはあるのですけれども、本当にさまざまな分野の研究者、例えば

内田さんもそうですけれども、幸福の要素や幸福の影響などをしっかりと突き詰めていこ

うではないかという研究が、世界規模でものすごい数で増えているのです。 

 さらに、私の属している開発学は何かというと、これはある意味自己反省、自己批判か

もしれませんが、これまでは問題に対して、まさに経済成長型でした。貧困削減一辺倒、

この軸がぶれないでいこうということだったのですけれども、先ほどお話し申し上げたＳ

ＤＧ、持続可能な開発目標を掲げた、まさに開発学の分野でもってそれをリードしている

と思うのですが、持続的な開発であるとか、あるいは、経済的な豊かさだけではない包括

的な豊かさと呼ぶのですけれども、ウェルビーイングという言葉で置きかえてもいいかと

思いますが、それに対する着目が見られる。これは一体何なのか。 

 そこで、一つの課題としては、赤字にしてあるのですけれども、経済成長の量的な拡大

から経済成長したとしても、それが社会の質の向上に寄与するかどうか、そこを注視する

ことが実は重要になってきているのだろうと。社会の質の向上をなぜ掲げる、あるいは、

向上させることが、例えば人々の幸せ感であるとか、いわゆる生き方というものに対して

よい影響を与え得るのかについて、私の属している開発学では考え方がたくさんあるので

すが、かいつまんで核となる２つだけを紹介させてもらおうと思っています。 

 １つ目は、潜在能力アプローチというものを提唱した２人の研究者がいます。１人目の

かたはアマルティア・センという有名なかたで、ノーベル賞を受賞された経済学者です。

経済学者でありながら、収入を最大化、最適化することが必ずしもその人にとっての満足

ではない、先ほど申し上げたような包括的な意味での豊かさをしっかりと支援していくこ

とが実は重要なのだということを提起されたかたで、それは人間開発という考え方につな

がっている。人間開発というのは、基礎的な生計を立てるとか、教育とか医療ですね、そ

ういうものの重要性、もしかしたら先ほど岩渕会長が言われたような保障といったものに

もつながるような考え方かもしれません。 

 ２人目のかたはマーサ・ヌスバウムさんというかたで、実はこの２人は共同でこの考え

方をつくり上げたのではなくて、全く別個に、しかし同じようなタイミングでケイパビリ

ティという言葉を使って、この２つがより善い社会をつくるために重要だよねということ

を言われたかたなのです。このかたは経済学者ではありません。彼女は哲学者、あるいは、

社会学者で哲学者で、アリストテレスの研究者ですけれども、彼女が言うには、個人が善

い生き方を遂げていくためには社会のあり方が実に大事なのですよということを具体的に

言われる。僕はそこがすごく重要だと思っていまして、このスライドは、これからお話し

する基礎的な潜在能力であるとか、内的な潜在能力、あるいは、潜在能力の結合的発現と
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いう言葉を用いて皆さんに御説明申し上げたいと思っているので、その予備資料なのです

が、こういう言葉が登場しますということだけ確認しておいてください。 

 この３つのタイプの潜在能力がありますと、一番上の基礎的な潜在能力というのは、何

を隠しましょう、私たち誰しも持っている、誰にも教えられないで、最初から持っている

能力です、生まれたときに赤ちゃんがオギャーと言う。誰も教えてくれてないのですよね。

あるいは正常であれば、例えば物事が見える、聞こえる。でも、それがどういうものなの

かを認知するところまでは至っていない。それが基礎的な生来のケイパビリティです。 

 次に、それを磨いていくことによって、内的な潜在能力、つまり、自分自身の力づけに

なる。ですから、私もきょう皆さんの前でこのようにお話しさせていただいているのは、

まさにこの部分でのプロセスを経ているからであって、その力があったから言葉にも発す

ることができる、このように発表もできるということですね。それにおいても個人が軸で

すけれども、その人の努力であったり、周りの支援であったりということがなければ達成

されていないであろうと。 

 ここで完結してしまうことは結構多いと思うのです。だから、この辺のサポート、家族

であるとか、学校が大事だよねという話ではいくのですけれども、マーサ・ムスバウムさ

んは、もう一つ重要なことを言っています。つまり、そういうことが磨かれたとしても、

その人の力を発揮することができるかどうかは、その人が所属をしている社会のあり方に

もよるでしょうということです。例えば、自分が何かをやりたいといっても、日本ではな

いですけれども、社会によっては、それは女性だからできませんなんていうことで制約さ

れることも大いにあるのです。そういう状態にあったときに、その社会にいるということ

がその人自身の生き方にとってプラスとなるのかどうかが、マーサ・ムスバウムさんのケ

イパビリティの３つの課題が大事だという理由なのです。 

この結合というのは個人と社会のマッチングということですね。ここにおいて、それぞ

れの社会が持っているような法体系、制度、社会固有の慣習であるとか、ルールも重要に

なってくる。ですから、こういうものが潜在能力を生かしたさまざまな人たちの人生の選

択肢を保障し、差別や格差要因への対策を施していくことができる社会かどうかが重要な

のですよということを言っています。 

 結局のところ、生き方の選択肢が変わってくるのだけれども、その選択肢の幅によって、

かなり社会の質というのも変わってくるのではないかという意味なのです。 

 こういう結合性というものを考えたときには、やはり個人が幸福なのだということで、

個人の幸福は、例えば 10 点満点を目指そうとしても、その 10 点満点の中身というのは、

その社会がどういう社会かによって、その評価が変わってくるよねというところに気づい

ていかなければならないという点だろうと思っています。 

 ２つ目は、内発的な考え方、内発的発展アプローチです。社会学者の鶴見和子先生が言

われているもので、これは、実は持続的な発展を遂げるときの推進力だと。いわゆる参加

型でいきましょうとか、参画型でいきましょうという言葉で、日本でもかなり当然のごと

く聞かれている言葉だと思います。内発性なくして持続的なまちづくりはできない。つま

り、そこに住んでいる住民自身が自分たちのまちをどうつくっていきたいのかという、そ

ういう推進力が育つかどうかが。それがなければ、全て外発的な発展という点ですね。で

すから、発展途上国で、押しつけられてデザインされたものを受け入れても、その国はな
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かなか自分で自立した力として、例えば援助を受けたお金であるとか技術を使って、新た

な国づくりのデザインができるかというと、なかなかできませんという話なのです。です

から、そういう内発的な発展のアプローチが実は持続可能な社会を目指していくのが極め

て重要だということを唱えました。 

 こういうようなものが今求められていると思いまして、その中で開発学というのは経済

学とか、政治学、社会学の研究者とちょっと違うのは、実践的な仕事をすることが多いと

いうことです。私は実践面から逆に大学人になった口ですので、実践的な、きょうも後ろ

の方で座っておられる職員の皆さん、同じような仕事を僕もしたことがあるのでわかるの

ですけれども、いわゆる開発モデルで開発政策を構築してということ、でもそれをつくっ

ただけでは意味がないですよね。それを生かしていく、さまざまなツール、実践的なツー

ルをつくっていかれると思うのですけれども、まさに指標というのはそのツールとして重

要で、よく使われてきています。 

 開発学の中では、指標が大好きな研究者がたくさんいまして、例えばこんなふうに指標

も、そのとき、そのときの重要課題によってつくられるのが変わってきますよと。経済開

発に始まり、社会開発、人間開発、そして今まで持続的な開発というところにいますよと

いうことです。ただ、皆さんに御覧いただいているのは、こう変わることで全部指標が置

きかわっているのだという誤解を与えてはいけないなと思ったからです。言いかえると、

持続的な開発指標が重要なのだという時代に私たちは立っていると思うのですが、だから

といってこの上に３つのグループですね、それぞれの年代の課題に応じてつくり上げられ

て、つくられてきたことなのですけれども、これがなくなってしまうわけではないです。

どれを選び取るかというところが残っているということは、私たちが誤解してはいけない

面があります。 

 言いかえると、持続的な開発指標についてかなり総花的にカバーしているので、ほぼほ

ぼ全てをカバーしていると言えると思うのですけれども、そういったところまで過去につ

くったものでも使えるものがあるのではないかという視点が、指標というのはツールです

から、選択権は使い手側にあるのだと。 

 このウェルビーイングを捉える、持続的な社会発展指標が必要だということで、研究も

してまいりましたし、実践的なサポートもしてまいりました。なぜかという点ですが、こ

のグリーンのところで、個人のウェルビーイングの向上に欠かせないさまざまな要素があ

りますと。そこは経済、社会、文化、環境、政治など多面的ですよということ。２点目は、

一人一人の基本的な生活の充足をするかと、いい状態にあるのかどうか、多様な生き方の

選択肢があるかどうか、あるいは、生活環境がどうなっているのですかと、そういったも

のを個人面と社会の状態の両面からしっかりと把握していけるような、そういう指標があ

る必要があるのではないかということ。その上で、新たな指標をつくる取組が行われてい

まして、今どういう取組があるかということですけれども、その前のスライドで紹介した

ＨＤＩ、ヒューマン･ディベロップメント、これはアマルティア・センの考え方ですね、あ

れを反映させたＨＤＩ。それから、ＧＤＰを少し改良しようということで、真の進歩指標、

ＧＰＩ。あるいはブータンの国民総幸福、ＧＮＨとかですね、あるいはＯＥＣＤがつくっ

ている、よりよい暮らしの指標、ＢＬＩというものになっています。 

 でも、ちょっと待ってくださいと、こういう大きい国とか、国際単位での取組はわかる
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のですけれども、実際の生活の現場では、地域はどうなのかということですね。地域に根

差した豊かさ指標の開発と活用、これどうなるのだろうか。それが私自身の実は疑問点で

もあり、関心でもありました。 

 それで、きょうのお話の後半に移るわけなのですけれども、実際にどういう取組がある

のだろうか。実は、最初に申し上げておきますけれども、日本以外の国でも多様な取組が

あります。でも、私たち自身がこのような場でお話しできるのは、私自身も関与している

ところだろうということでこの２つ、手前味噌ですけれども、私自身がアクションリサー

チとしてかかわってきたものを２つ紹介させていただきます。 

 １つ目は県の話として、兵庫県の「21 世紀兵庫長期ビジョンとゆたかさ指標」について

です。この１つ目の兵庫県の話をするのですけれども、そのときに今までの話の復習にも

なるのですけれども、１点目、さまざまな要素があるのだよということですね、幸福につ

いて、あるいは豊かさについて。２つ目は、やはり当事者が重要という点ですね、内発性。

ですから、主役は誰なのかというところが実はキーで、それを踏まえた上での２つの取組

という点ですね。 

 「21 世紀兵庫長期ビジョン」とは、兵庫県が 1995 年に阪神・淡路大震災を経験したこ

とを契機にして、これまでどおり行政が全て地域の面倒を見るということでなくて、むし

ろその地域は誰のものかという主役確認だと思うのですけれども、いわゆる新しい公とい

う概念が日本の中でもブームになってきました。それを一つのきっかけにしつつ、では、

実際問題、どういう将来構想というか、県民の皆さんがどんな兵庫県に暮らしたいのだろ

うかという考え方を出発点にして始めたものです。2000 年ぐらいからやっていまして、当

初は 2030 年を目標にしてつくられたものです。つくった当初は、１年間かけて県のさまざ

まなところに職員さんが出かけていって県民の声を拾うというグループディスカッション

等をいっぱいやられて、その声を拾って、ビジョンをつくったということです。 

 今、兵庫県が使っているものは、１期目のものを修正したものです。目標が 2040 年にな

っているものですね。この 2040 年でのそういう改定版。ですけれども、最初から今に至る

までずっとキーワードとして持ち続けているのは参画と協働ですね。県民と行政と、ある

いはそれ以外の県の当事者の皆さんが協働していきましょうと。21 世紀長期ビジョンとい

うのは、具体的には４つの柱、社会像から構成されていますということで、創造的市民社

会、しごと活性社会、環境優先社会、多彩な交流社会、それぞれに３つずつの項目があり

ます。 

 次のスライドは、2040 年に見直しさせたときの資料なのですけれども、実現したい兵庫

の姿を 12 の将来像として表現している。例えば、創造的市民社会の２番目になると、「兵

庫らしい健康で充実した生涯を送れる社会を実現する」とか、あるいは、環境優先社会に

なると例えば９番目の「災害に強い安全安心な基盤を整える」等が入っているのです。こ

ういうものを持っているのだけれども、先ほどのツールをつくり、使っていくときに、21 世

紀兵庫長期ビジョンにおける参画者は誰かということですが、これはどの県も同じだと思

いますけれども、まず何といっても住民の皆さんがおられ、それから、まず行政、団体・

ＮＰＯ、企業・事業者、そして学生の皆さんということで、いわゆるさまざまな立場の人

たちが県の中ではおりますよね。その皆さんができるだけ参画できるような、あるいは協

働していけるようなことがビジョンを実現するためには欠かせないし、必要なのだという
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ことですね。 

 そういったものが実際に動いていくものかどうかということを検証するための仕組みと

して、兵庫県の場合は指標をつくっておりまして、３つの部分から構成されています。全

県ビジョンの指標と地域単位の指標の２つに分かれていまして、最初に上の部分を紹介さ

せてもらいます。後ほど、もう少し丁寧にお話しさせてもらうのがこの兵庫のゆたかさ指

標です。簡単に申し上げればこちらのピンク色の方が主観的な指標です。こちらのグリー

ンの全県ビジョンフォローアップ指標は客観的な指標だと考えてください。この２つでい

わゆる住民、県民の目線で見たときの兵庫の暮らしの状態がどうなっているかということ

を確認していく、そういう指標で、実際に兵庫がこういう県になったらいいですよねとい

うことで、兵庫県の県庁が主導して、実施していくさまざまな分野でのプログラム活動に

応じた指標をデザインしています。たしか数は 1,280 ぐらいだったと思うのですけれども

とんでもない数で、それを立ち上げて、その２つを見ながら確認していこうねということ

です。これが一つ、全県ビジョンということで、兵庫県全体を見据えようと。 

 もう一つ別のものがありまして、兵庫県には 10 の県民局がありますが、いわゆる地域、

県民局単位のビジョンの指標があり、個性が豊かな地域ビジョンの実現状況で評価すると

書いています。どういうことかというと、実はこのビジョンの取組というのは、指標をつ

くったり、あるいは、データを集めてどうなっているということが目的ではなく、ツール

です。彼らが目指しているのは、あくまでも、ビジョンとして描いた兵庫県の社会の実像

に 2040 年に迫りたい。では、県民局単位で、それにつながる活動をしたいという人をボラ

ンティアベースで募っている。その人たちをビジョン委員と呼んでいまして、たしか２年

で１期です。去年とことしということは、今８期目です。毎年大体 60 名ぐらいでしょうか

ね、各県民局で集められていまして、皆さんの意思で参加してくださいと。このメンバー

は、実は指標をつくったりということはしていないです。我々は何しているかというと

60 人なら 60 人の皆さんがこういう活動をしたら、兵庫がよりよい、楽しいいいまちにな

るよねという活動をしてくださいということをしています。ですから、例えば古民家を改

修しようではないかというグループもありますし、それから子供たちにもっと地域のこと

を知ってもらいたいから、子供たちに例えば半日つき合ってもらえるような手づくりのツ

アーとかをやってみようではないかだったり、あるいは森林を再生する取組をやってみよ

うねという子供たちだったり、高校生スイーツバトルをやろうではないかみたいなことを

やり始めたりということもやっています。ですから、そういう地域性にあふれた取組も含

まれているというのは、恐らくこのビジョンプロジェクトのユニークな点だと思っていま

すし、それをちゃんと見据えようということでシステム化しているというのがこの兵庫の

ユニークな点ではないかなと思っています。 

 兵庫のゆたかさ指標なのですけれども、余り時間もありませんので、非常にかいつまん

で紹介させてもらいますが、これは兵庫の豊かさを評価するために、先ほど御覧いただい

た 12 の将来像に結びつけて調査表をつくっています。この中で、申し上げますとこれです

ね、質問項目が 12 の将来像につながる項目を立ち上げていって、全部で 55 項目あり、毎

年調査しています。毎年調査していって、そのデータを元にして計算をします。計算値に

ついては、後ほど協議等があれば説明しますけれども、計算をして、例えばこれが一例な

のですけれども、昨年度の兵庫のゆたかさ指標のスコアですね、１の項目から 12 の項目ま
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であり、10 点満点に換算しますと例えば８番目が「低炭素で資源を生かす先進地を創ろう」

がもうある程度高いので、7.32 というのがわかるし、それから「未来を拓く産業の力を高

めよう」はやや低めで 5.14 ということもわかる。 

 どれが高い、低いということに目を奪われがちなのですけれども、それよりは経年の変

化だろうということで、去年で４回目の調査で、ことし５回目になるのですけれども、そ

うすると領域ごとに 12 の将来像ごとに変化が少し見えてきて、割と変化が激しいとか、よ

く改善したものもあればあまり変化がないものもあるということで、これをどう使うのか

は議論が残るのですけれども、使い方については全県であったり、県民局単位でブレーク

ダウンする作業をしてもらっています。 

 １つだけですが県民局の事例として、但馬という地域、城崎温泉がある豊岡というとこ

ろです。ここではコウノトリが飛んでいるということで、但馬地域ビジョンは「あしたの

ふるさと但馬～コウノトリ翔る郷～」というのが彼らの目標です。この目標、スローガン

も実は指標なのです。但馬がこういうコウノトリが翔けるような郷をつくり上げたいねと

いうことです。これは、コウノトリが普通に暮らせるような、そういう農耕をしなければ

ならないとか、いわゆる自分たちがやっていることを変えていくことによって、どんどん、

どんどんコウノトリが自然に帰り、繁殖していく。先日もたしかここのコウノトリの繁殖

から野生化したのが 100 羽になったそうです。そういうことで、自分たちのやっているこ

とにすごく誇りが生まれる。そういう地域をもっとつくっていきたい。お店に行くとコウ

ノトリの何とかの米とかがいっぱい販売されていますし、自分たちの地域のアイデンティ

ティとして掲げている地域であり、それに関連する指標を並べています。詳細については、

また後ほど必要であれば紹介させていただきます。 

 このように県単位と地域の取組で 21 世紀兵庫長期ビジョンは構成されております。この

仕組みとしては４つの社会像、それから 12 の将来像、そしていろんなアクションを、全県

と地域のそれぞれで長期ビジョンづくりを進めていき、最終的には 2040 年に「創造と共生

の舞台・兵庫」というスローガンを実現したいというのが、このプロジェクトの大まかな

紹介です。 

 続きまして、２つ目の長久手の取組について紹介させていただきます。長久手の取組は、

今、紹介させていただいた兵庫県の取組とはかなり性格が違うものです。１つ目は、県単

位ではなく、市町村であるということ。２つ目は、私はかかわっていますけれども、やっ

たことはほとんどありません。ほとんどないのに、なぜかかわったのかと言われるかもし

れませんが、多分何もしないだろうと期待されて、かかわっていました。 

 皆さんですと愛知万博を御存じでしょうか。愛知万博の会場が長久手市と瀬戸市でした。

この長久手市というのは、実は大変住みやすさの高いまちです。全国で第２位、ことしの

順位は全国第３位でしたね。雇用が確保できる、利便性がいい、文化施設が充実している

ということで、かなり住みやすいまちとして評判で、何と 65 歳以上が 16％で、15 歳以下

が 18％もいるという、日本ではないのではないかと思われるぐらいの比較的若いまちです。

ここのまちの吉田市長は、今、２期目なのですが、市長が掲げたのは日本一の福祉のまち

を目指す、2050 年に独自の幸福度の高いまちをつくるのだとおっしゃっています。また、

住みやすさランキングの２位、３位というのは、全く私のねらっているまちづくりを反映

していない、ランキングの指標となっている利便度では、一番大事な核である地域のつな
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がりが評価されてない、と言い切っているかたです。そのかたの指導、指揮のもとで、市

民と行政が向き合いつつ、2050 年には市民が主導するまちづくりに変えていくような取組

を行っています。 

 では、まちがどう変わっていくのかというまちづくりのビジョニングとともに、それを

評価していく仕組みとしての指標がつくれたらいいのではないかという取組が、皆さんに

紹介させていただく「ながくて幸せのモノサシづくり」です。大まかに説明すると、長久

手の取組は、将来ビジョンの目標年を 2050 年に設定し、それに向けて住民と行政、その他

のメンバーとかかわっていく。そして、その結果、最終的に住民はお客さんではない、お

互いに支え合うのが当たり前なまちをつくりたいということです。 

 およそ３年半前の立ち上げのとき、今の長久手の生活と幸せをとりあえず測ってみよう

という話になりました。これはどうしてかというと、最初は 2050 年に長久手がこうありた

いという主張が行われていて、それは何なのだろうかと、2050 年の長久手はどんなまちだ

ったらいいか、あるいは、具体的にこういうまちでありたいということをシェア、出し合

って、確認していく。すると、例えば、皆さんも将来自分自身がこうなりたいと考えたと

きに、それに向けて努力すると思います。私だったら例えば少しでも体重減らしたいと思

いましたら、それに向けて努力するわけです。そういう具体のビジョンに向けた努力をど

う測るかというのがやはり指標なのです。 

 しかし、指標の前に、今、どうなっているという今の状態をチェックしますよね。この

実感調査隊では、例えば体重がどうなっているかといったことについてワークショップを

行いました。最初に望ましい長久手の姿を確認し、では今、一体どうなっているかという

議論をした結果、みんなで調べようということで、調査表をつくる段階に進んでいきまし

た。 

 私は、たまにこの取組自身を冗談交じりに、ほとんど設計書もなく、スタートレックを

していますと言っています。スタートレックって皆さんわかりますか、どこにいるかわか

らない、宇宙の旅みたいなもののことで、その結果、こうなりましたということで、そん

な話を皆さんに申し上げるのは大変失礼かもしれませんが、そういう取組です。 

 写真を少し紹介したいのですけれども、このようにグループでワークショップをしまし

て、このかたが市長ですね。このかたが一番高齢のかたで、このかたから私たちがデザイ

ンしたアンケートがありますので、ぜひこれを使ってデータ集めてみてくださいというこ

とを託したときの写真です。このようにして、皆さん参加型で本当に丁寧に詰めていった

プロセスなのですけれども、こういうプロセスを３段階やったということです。 

 １段階目は、幸福とは何なのかということですね。長久手市民のよりよい生活とは何な

のか、先ほどのウェルビーイングに欠かせない要素とは何だろうかということをまず固め

ていく作業をしました。その結果、長久手の場合には、８つの領域、先ほどたしか岩手の

場合は 12 ということでしたが、長久手の場合には８つを選定しました。 

８つの要素について、設問を検討し、先ほど手渡ししていたようにアンケートができま

した。それを実際に配布し、回収して、分析するのが第２段階で、集めたものをデータ分

析する段階でも先ほどの市民のメンバーが深くかかわっています。その結果、これらの資

料は全部長久手市のホームページから全て入手できるのですけれども、とてつもなく厚い

報告書が完成しました。分析の結果とともに、調査をどうやったのかも全部入っています。
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そういったものも皆さんでつくり上げると。その結果をとりまとめた概要版、いわゆるリ

ーフレットみたいなものをつくって市民の皆さんに広報で配布し、同時にホームページに

もアップするという形でフィードバックをしました。それが第１期の取組です。 

 そうすると、何だ、幸せのモノサシってまだないよねと思われるかもしれませんが、最

初のステップはとても大事で、そこで何が起きているかを確認したと。実は確認できたこ

とがたくさんありますけれども、その中でちょっとポイントになるのかなというものがこ

の表に入っています。例えば市民の幸福度が高かったとか、あるいは市民の幸福度はどう

いう状態の人が高いのか、健康面、年収、家族が多いということとか、３番目が実は重要

で、地域へのつながりという意識が実は高くないねと、結構がっかりしていましたね。困

ったときの相談相手は市内ではなく、市外に多いだとか、地域活動に積極的な人は幸福度

が高いけれども、そういう人は余り多くないねと。実は、これはその後の活動につながっ

ていく発見だったのですが、こういったものを踏まえて、それでは何をするかがこのプロ

ジェクトの面白いところです。 

 これはどういうことかというと、あなたにとって大事だと思う分野は何ですかという質

問だったのですけれども、全体で言うと健康、環境、防災が重要という順序になりますが、

年代別に傾向が異なるということにも目を向けなければいけない。今の生活状態、ライフ

スタイル、ライフステージによって違っていることが確認されたことなども最終報告書に

も盛り込まれています。 

 さらに、「幸せ実感広め隊」の活動が始まっていまして、具体的には幸せマイスターとし

て、「長久手 未来まちづくりビジョン」を策定する長久手人（ながくてびと）を任命して

います。長久手将来ビジョン 2050 策定の際に決定した、長久手市のスローガンは、「人・

場・時をつなぎ、夢をはぐくむ長久手、長久手人こそ私たちの誇り。気長に手をかけて、

みんなで未来を拓こう」としており、このスローガンにつながっていくような、既に活動

しているかたや組織を発掘する広め隊の活動を行っています。ですから、最初は乱暴な調

査をしていたグループが、今度は乱暴なジャーナリストになるという、そういう展開を見

せたという取組です。例えば、幸せ実感フェスティバルを開催したりしています。つまり、

幸せのモノサシを持つだけでは地域住民の意識や行動はなかなか変わっていかないなとい

う認識と、何か取組をするときには新しいものをゼロから始めるよりも、始めている人を

知って、それにつながっていくという手もあるのではないかということです。幸せ広め隊

は、細々とですけれども、そうした活動を行っています。 

 最後に、2017 年度に策定する幸せのモノサシについてですが、長久手の今の課題は、例

えば、今、皆さんが実施している活動計画を、どうつなげていくのかという検討を今年度、

来年度にかけてやると聞いております。「地域で子どもの笑顔を育てるまち」、これが長久

手にとっては一番重要だということで、これが幸せのモノサシの総合目標になりましたと

いうことです。 

 描写指標というのは、それぞれの市民がこうした点について、常に自分の生活の中に感

じられるようになっていったら、それは地域に子供の笑顔を増やしていると言えるのでは

ないかというものです。 

 観測データというのは、データ集めをして分析する。まさに主観指標であったり、ある

いは客観指標もそこに盛り込むのかもしれませんが、この点についてはこれから結論を出
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していこうとしているものです。 

 まとめますと、持続する幸せな地域創造をつくっていくというときのポイントとしては、

根っこの問題、新たな社会発展モデルや社会のビジョンを持つべきだろうというのが１点

目だと思っています。２つ目は、ツールとして、地域の暮らしの質を測るような指標、個

人だけの幸福度だけではなくて、地域はどうなっているのかということを測れるようにす

るということ。その際には、個人と社会がどうつながっているかということをきちんと整

理していくことが必要だろうという点。それから、市民の動きが、地域の変化にどうつな

がるのかも重視していくことが重要だろうなと。それがないと市民の活動にもフィードバ

ックできないだろうと。きょう御紹介した２つの先行事例から、兵庫の場合はビジョン推

進と評価のために異なる成果を持つ３つの指標をつくっていて、活用しているという点が

ユニークかなと思っていますし、長久手の場合には指標づくりの素人だった市民と行政が

協働するということで、地域特有の幸せのモノサシをつくって、市民主導の行政への転換

を目指しているという点。 

 まとめの２枚目は、これは皆さんに対する逆に考えていただいてもいいのかなという点

を並べただけです。いわゆる指標開発の目的にふさわしい、指標のつくり手は誰なのか。

指標の使い手は誰なのか。使い手にアクセスしやすくて、活用しやすい指標になっている

だろうか。何でこんなことを言うかというと、市民の活動と地域指標はツールですから、

そこは連動する必要がある。よくあるのは、この上のブルーのところだけだと思うのです、

実践活動する。でも、重要なのは、それによって何を目指していて、何が得られるのかと

いう一種のいい意味での循環をつくって、それによって自己評価ができるということが大

事だろうと思われるからですね。 

 そういうことを実現できたらいいなという思いでやっているものなのですけれども、皆

さんにとって参考になればということで、40 分ちょっと過ぎましたけれども、お話をさせ

ていただきました。御清聴どうもありがとうございました。（拍手） 

 

○岩渕明会長 草郷先生、どうもありがとうございました。先生にはこの後も意見交換で

引き続き御同席いただいて、御助言いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、議事の（４）イの意見交換に入りたいと思います。 

 本日は草郷先生の御講演を踏まえて、次期総合計画において幸福をテーマとすることや、

幸福と地域の社会経済に関することなどについて、皆様方から御意見をいただきたいと思

います。ぜひまずは挙手をお願いしたいと思いますが、どなたからでも結構ですが、ござ

いませんか。 

 先生の中で、地域間での人口の偏在化について、国内では、岩手と東京の人口の推移を

グラフで示していただきましたが、岩手県内でも、例えば、盛岡と久慈の人口の推移を比

較すれば、同じようなことが起きているのではないかと思います。ですから、スケールと

しては、御説明があった兵庫県の事例が近いと思うのですが、兵庫県の各地域に岩手県で

言う振興局があり、県ですからベースは一緒なのですけれども、それぞれの地域ごとに置

かれている状況が異なると思います。さらに、振興局に対して各市町村があるので、市町

村に向けて県がどういう活動をしていくかを考えたときに、兵庫県でも、岩手県のように

非常に偏在しているという点では同じような状況にあるかと思うのですが、そうした点に
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ついて、御意見をいただけませんでしょうか。 

 

○草郷孝好教授 ありがとうございます。兵庫県の場合は 10 の県民局に分かれており、

10 の県民局が個々にユニークで、独特の性質を持っています。もちろん神戸が中心で、神

戸あるいは阪神地域は、いわゆる都会です。しかし、10 の県民局の中でも、丹波や先ほど

紹介した但馬などでは、人口は大きく減少します。そして、気候も変わってきます。山あ

いの中山間地域もある。さらに、淡路島もあります。こうしたことから、兵庫県でも、地

域特有の取組をしなければ、人が行き来したり、さらにその地域に興味、関心を持った人

が移住したりといったことはあり得ないだろうということで、兵庫県としては 10 の県民局

を維持しています。 

 今後どうなるかわかりませんけれども、次のステップとしては、昔あったもう少し広域

の地域、五国という言い方を今の知事はされていますけれども、江戸時代の藩のような、

文化を共有している地域の単位でとらえていくのがいいのではないかという議論をしてい

ます。では、住民視点で考えたときにどんなレベルが望ましいかという議論はもう少し必

要だと思います。ですから、県の単位だけで本当に住民の豊かさを保障していけるのかど

うかは、10 の県民局単位でもちょっと厳しい面もあり、それだけではまだ不十分かもしれ

ない。ですから、10 の県民局単位での市町村との連携といったところが必要になるのでは

ないかなということは常々感じておりますけれども、なかなかそこはハードルが厳しいと

ころでもあります。 

 

○岩渕明会長 他に、どなたか御意見ありませんか。 

 

○草郷孝好教授 補足になりますが、実は兵庫県も人口流出では下から３番目なのです。 

 ですから、そういう意味で危機感を持たなければいけないとよく言われています。 

 ただ、私が見ていて面白いと思っているのは、先ほど少し触れたゆたかさ指標について、

県民局単位に整理をしたところ、面白いことが出てくるのです。例えば、人のつながりと

か、地域や文化に対する誇りとか、環境の良さ等の項目では、圧倒的に但馬地域とか、丹

波地域が高いのです。一方で、どうしてもそれらの地域が低くなってしまうのは地域経済

のところです。けれども、地域経済の軸を除けば、非常に住みやすいということが見えて

くるのです。 

 したがいまして、調査データの分析からは、地域経済をどの地域でもしっかりと担保で

きることが重要かもしれないという点が挙げられます。 

 

○岩渕明会長 草郷先生への質問以外でも結構ですが、御発言ありませんでしょうか。 

 

○谷藤邦基委員 ちょっと話の流れに合わない話をしてしまうかもしれないのですが、次

期総合計画において「幸福」をテーマとすることなどについて、いろいろ考えてまいりま

したので、お話しします。 

１つは、私自身がこれまで、様々な県の計画づくりにかかわってきた立場として、復興

というのが岩手県の場合は大きな要素としてあると思っていまして、復興計画もスタート
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して７年目になりますが、復興の基本方針の大きな柱の一つとして、一人一人の幸福追求

権を保障することというのがあったわけです。今からもう６年以上も前に、こういうこと

が復興の基本方針の一つに掲げられていたというのは、今思うとすごいことだったなと思

います。基本方針の２つ大きな柱があって、そのうちの１つに掲げられていたわけです。 

 もう１つは、復興計画自体があのとき、これだけひどい災害を受けた後、私たちも含め

て、復興にどれだけ時間かかるかわからないという点が実は出発点としてあったのです。

復興計画の期間をどうするかということがちょっと問題というか、議論になってきたとき

に、例えば、かつて阪神・淡路大震災の復興計画も期間を 10 年としており、宮城、福島両

県も計画期間を 10 年間としています。だから、何となく 10 年でつくるのかなと考えてい

た際に、本当に 10 年でいいのか、10 年で終われるのか、あるいはもっと短く、もっと早

くやるべきではないかなど、様々な意見が出てきたわけです。岩手日報には、復興計画は

６年で考えているなんていう記事がどんと出たりして、一気に論点として浮上してきたと

いう経緯があり、最終的に８年計画になったというのは、実はきょうの資料にもあります

けれども、実際にどれだけかかるかわからないものに最初から 10 年と期限を切ってしまっ

ていいのかという話だったのです。つまり、将来的に必要な期間にわたって、必要なだけ

復興に必要な施策に取り組んでいくようにするには、その辺りの柔軟性を担保しておかな

ければいけないのではないかという点があり、現行の県民計画と終期を一致させておくこ

とによって、その時点で復興に必要な取組は、次の総合計画の中で取り組んでいけるよう

にしようということがあったわけです。 

 そこで、最初の幸福の話に戻るのですが、次の総合計画で「幸福」をテーマとしていく

ということについて、この復興の基本方針の中に幸福追求権の保障ということがあったこ

とにあわせて考えれば、これは次の総合計画の中で幸福ということがテーマになっていく

というのは大きな意義があるのかなと思っているところです。これがあることによって、

復興計画が次の総合計画の中にうまく承継していけるのではないかなと思っているところ

です。 

 それから、２点目として、幸福と地域の社会経済に関するところなのですけれども、私

は幸福の指標研究会の方にもかかわっており、いろいろな県民意識調査の分析結果なども

拝見しているところなのですが、私が注目している結果として、幸福感が高い層の方々は、

関係性を重視している。一方、幸福感が低い層の方々は、家計の状況を重視する傾向があ

るということが県民意識アンケート調査の結果として出てきているところです。 

 こうしたことを踏まえますと、いわゆる物質的ゆたかさだけではないよねという議論が

出てくるのは、ある意味自然の流れではあるのですが、それはすなわち物質的な豊かさは

もうどうでもいいということではないということだと思うのです。つまり、もう少し踏み

込んで言うと、貧困の問題ということをある程度目配りしていかなければいけないという

ことでもあるのかなと思っているところです。この点は、これから様々議論や調査、研究

が必要かなとは思っていますが、いずれなかなかなじませにくいかもしれないけれども、

貧困の問題も少し考えていかなければいけないのだろうなと思っています。 

 

○岩渕明会長 ありがとうございます。高橋委員お願いします。 
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○高橋勝委員 また違った観点からというか、先ほどの先生のお話を聞いた上の感想も含

めてですけれども、私もソーシャルワーカーの一人なのですが、ソーシャルワークの観点

からお話をお聞きしますと、合致するところが非常に多く感じられました。私が 10 年前に

ある施設を立ち上げ、地域の方々と議論をして、その施設のテーマを設定しようとしたと

き、お互いが幸せになれる関係づくりをテーマにしたのです。そうなった背景は、市民レ

ベルというか、住民の方々の御意見を中心に取り入れてどう進めていくかというところと、

先ほどから出ているウェルビーイングという発想と、さらにソーシャルインクルージョン

が関係してくるところでありまして、横文字で申しわけないのですけれども、今の時代と

いうのは、障がいを持っていようとなかろうと、高齢であろうとなかろうと、一人の人と

してどうかかわるかということを、丁寧にダイジェストの関係性を見て進めていこうとい

う発想があり、そういう意味では、幸せ感といったキーワードが非常につながると思って

おります。ただ、私は、「幸福度」だとか「幸福」という言葉と、「幸せ」という言葉のニ

ュアンスの違いにはこだわっておりまして、どちらかというと「幸せ」というキーワード

の方がつながりやすいかなと感じながら、お話を伺いました。 

 

○岩渕明会長 ありがとうございました。他に御意見のあるかたいらっしゃいますか。 

 

○下向理奈委員 こんにちは、野田村で交流事業などの活動をしている下向と申します。

非常に自分ごととしてというか、たくさん共感しながらお話を聞かせていただきました。 

 １点質問なのですけれども、ワークショップをすごくたくさんされているなと感じたの

ですが、私も地域の中であったり、いろいろワークショップに参加させていただくことが

あって、地域づくりの活動をされている方々の中でよくあることと思うのですが、何とか

委員会とか、何とか協議会に入ってみたり、参加をしてみると割と半分くらいがもう知り

合いというか、私の中で幸福度という言葉だとまだ解釈が難しいので、最近の言葉で言う

リア充とか、そういう言葉の方が自分の中でイメージしやすいので、そういうイメージで

幸福度を考えてみたのですけれども、ワークショップだったり、そういう場に出てくる人

たちというのは日々充実している方々、何か活動をしていたり、仕事が充実していたり、

でも実は幸福度みたいなものを測る上では、会議などの場に出てこない人の意見も必要か

と思います。ワークショップの中でいろいろな観点からのお話を聞くに当たって、参加者

を増やす努力や工夫をされていれば、お聞きしたいです。 

 

○草郷孝好教授 ワークショップについては、長久手の取組の方がお話ししやすいと思う

のですけれども、おっしゃるとおり、どの集まりにも常連で参加されるかたが多いのは事

実です。ただ、行政の職員のかたからすると、これまで参加したかたと違う方々も集まっ

てきたというのが、少し驚きだったと思います。 

 それはなぜかというと、行政の職員のかたが、いつもと少し違うスタイルで講演するよ

う私にリクエストしたときがあり、そのときに集まった方々に、お知り合いのかたの参加

を呼びかけたからだったと思います。 

 また、実際にどこまで効果があったかはわかりませんが、ワークショップを重ねていく

中でも、できるだけ周囲に声をかけてくださいという働きかけをしていました。 
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 私たちのワークショップの話し合いの中でも、先ほど谷藤委員がおっしゃったように、

いわゆる貧困の問題が重要ですよという話が出ました。ですから、ワークショップの中の

メンバーも誰を入れたらいいかと考えたときに、幸福の議論をしているけれども、長久手

の中にも、もっと貧しい人もいるという話は多く出てきていました。しかし、それも全部

ひっくるめて、どういうまちをつくったらいいのかというプロセスの中で出てきた話です

から、僕は今参加してきている人以上に、想像力を働かせて、その場に実は来ていない人

たちのことを考えられるような働きかけが、ファシリテーターにあると想像ができる。例

えば、皆さんではないかもしれませんが、下向さんが、野田村の中でも、実は、この場で

話を聞きたい人たちはどんな人なのですかという問いかけをして、少しでも話し合っても

らうという方法もいいかもしれません。 

 私の本業である途上国の開発の問題でも、非常に上手にファシリテーションをされるか

たはこのようなやり方をしています。例えば、貧困問題について話し合うため、地域の皆

さんに集まってもらう。参加者のかたは来てくれましたが、そのファシリテーターは最初

から、この人たちは貧困ではない人たちということがわかっています。問題について話し

合って、セッションが終わったときに、「さあ、皆さん、ここで出てきた問題に当てはまる

人を知っているでしょうと、その人たちを今度連れておいで。」と呼びかけます。そうする

ことで、本当の声を聞きたいという人たちにアプローチするようなやり方もあるかもしれ

ません。ですから、やり方としてはいくつかあって、最初からそこに行けなかったとして

も、とにかく声を拾いたい相手はどこなのかということをはっきりさせておくとか、そこ

になるべく近い声を拾っていくというかかわり方をしていく方法があるのではないかと思

います。 

 

○岩渕明会長 五日市委員お願いします。 

 

○五日市知香委員 草郷先生に２点ほどお聞きしたいと思っています。 

 本審議会では、昨年度から「幸福」がテーマになっておりまして、失礼な質問になって

しまうかもしれませんが、幸福とは何だろうということが、不思議というか、よくわから

なくなっています。その訳は、幸福や幸せというのは自分自身で決めることなのではない

か、それを指標化するということはどういう意味なのだろう、という感覚を覚えるためで

す。したがいまして、先生には、１点目に、様々な地域を御覧になり、かかわってこられ

た草郷先生が見た地方とか、地域の幸福というのは、一言で言うとどういうことかという

ことをお聞きしたいと思います。 

 ２点目に、幸せのモノサシの中にも総合指標というものがありますけれども、どうあり

たいかという目標を置かないと、目標に達するまでのやり方や手法が決まってこないと思

うのです。他にも候補があったと思うのですが、なぜ、幸せのモノサシでは、「地域で子ど

もの笑顔を育てるまち」が総合指標に選ばれたのかについて、お聞かせください。 

よろしくお願いいたします。 

 

○草郷孝好教授 ありがとうございます。どちらも難しい質問ですね。一番本質をついて

いるかもしれないので。 
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 １つ目の幸福とは何だろうという点についてですが、先程高橋委員がおっしゃった幸福

か幸せかという部分につながるような話なのですけれども、きょう私が話をさせてもらっ

た幸福、幸せというのは英語で言うところのハピネスではありません。いわゆるウェルビ

ーイングというのは、英語で申しわけないのですけれども、やはりいい状態であるかどう

かなのです。そのいい状態とは誰が判断するかというのが重要で、きょうは時間がなかっ

たのでお話ししませんでしたが、アマルティア・センというかたが言っているように、そ

の状態の判断の仕方には個人差があるけれども、基本的に満たされなければいけない生活

状況があり、そこをまずクリアしなければなりません。例えば、私のいた途上国の話に戻

ってしまって申しわけないのですけれども、実際にあった調査で、スラムに住んでいる人

たちのいわゆる幸福度はどうですかという研究をアメリカの研究者が行ったのですが、思

ったほど低くないのです。そうしたら、皆さん低くないのだから、放っておいてもいいか

なということになるでしょうか。政策や計画の立案というのは、そうではありません。そ

こで生まれた子供たちは多分教育を受けられない。そういったことに対しては、ちゃんと

保障しなければならない。 

 きょうは話で触れませんでしたけれども、日本の経済学者の宇沢弘文先生が社会的共通

資本という考え方を提唱されていました。社会的共通資本がなければ、人々は、いわゆる

いい生活をつくろうにもつくれない。教育もそうだし、保健もそうだし、いい意味での生

活環境を整えるようなまちづくり、例えば、しっかりとしたＩＴ基盤が必要とか、あるい

は、みんなが自由に意見できる、言論の自由が保障されているとか、そういうものも全部

含まれています。 

 マーサ・ヌスバウムさんについて、きょうは３つの潜在能力を強調しましたけれども、

実は、彼女は 10 個の潜在能力が大事という言い方をしていて、例えば、関係性が大事とか、

政治的な事業は大事とか、非常に具体的な項目が入っています。ですから、私がきょう申

し上げた、幸せとか幸福の意味というのは、そういうものを包括的にあらわすと考えます。

多分、五日市委員が確認されたいのは、個人には個人の判断基準で満たしたものがあって

いいだろうということだと思うのですけれども、そのとおりです。その点には、全く私は

異論ありません。ただし、そう思った人でも、例えば、たまたまケニアに生まれた人、タ

ンザニアに生まれた人、そして日本に生まれた人、同じような人が同時瞬間移動したとき

にできる生活の仕方、人生設計については違うのですよみたいなことが重要だということ

がきょうの話のポイントであって、そういうものがなければ、自分がこういうことで幸福

になりたい、幸せになりたいと思っても、なかなかなれないことがあるのではないかと思

うのです。 

 さらに、幸福について言うと、私がよく行くブータンのＧＮＨでいっているハピネスと

いうのは充足される、満たされるという考え方です。 

 ２つ目の長久手の目標をどうつくったのかについてですが、これを答えると長久手の市

の職員から怒られてしまうかもしれないのですけれども、端的に申し上げれば、そこで議

論をした市民のメンバーが気に入ったからということに尽きますね。でも、これはワーク

ショップの効果で、１人だけだと多分１位にならないのですよ。何回も、何回も繰り返し

て出していくと、おもしろいほど、研究者が一生懸命、時間をかけてやった研究結果に近

いものになっているのです。ですから、自戒を込めて、きょう皆さんにお見せしたスライ
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ドでわざと指標についての素人という言い方をしているのですけれども、あれは実は裏返

しがあって、でも、地域の玄人なのです。地域のことをわかっているのは市民なのです。

ですから、その人たちが出す答えというのは、実は私たちが一番無視してはいけないもの

であり、その知見こそが研究者にとっても大きな情報にもなるし、自分がやっていること

の確認にもなるのです。 

 したがって、目標については幾つかの提案の中で、２回か３回ぐらい議論して、最終的

には、やはり子どもの笑顔がないまちというのはどうなのだろうかというところに行き着

きました。というのも、２回の調査結果を通じてはっきり見えてきたのは、地域の子供た

ちをみんなで面倒見ていくと必要があると、やはりそれが幸福につながっているような、

そういうつながりが見えるようなまちというのが、皆さんが感じ取っていた結果です。た

だ、問題なのは、それをどうやって市の皆さんと共有するような形に持っていけるのかと

いう点であり、それが長久手のチャレンジですね。 

 

○五日市知香委員 調査というのは、やはりすごく丁寧に、大切に取り組まなければ、こ

ういう答えみたいなものは出てこないということですね。 

 

○草郷孝好教授 どのような趣旨の調査かによりますが、例えば、長久手の場合は、自分

たちのまちのことをより知りたいということになったので、それだったら、中途半端はや

めましょうと私から提案しました。皆さんの議論を聞いていたら、どうやら私のような研

究者が普段何をやっているかということを紹介した方がいいかもしれません。実は研究者

は、何か問題がありそうだとか、何かおもしろいことありそうだと思ったら、それをしっ

かり追求する。その追求の手段として、調査を行いますが、どういう課題があるか把握し

ていないと、いいかげんな調査になってしまいますから、皆さんでよく議論して、時間を

かけて調査表をつくっていました。質問の候補がたくさん出て、それを全部紙に書き出し

て、最後にどれが大事かという全員の意見を得点化しました。全部の人が賛同した質問は

外すことはないですが、重要なのは１人、２人しか賛同していないけれども、大事なのだ

というきっかけで残っている質問もありました。そうした議論を経て取りまとめられたも

のですので、私が最終版を見たときには、長久手ではこうありたいという内容になってい

るという印象を受けました。そうしたプロセスがすごく重要だったと思います。 

 ですから、調査するのであれば、何のために調査するかを明確にして、しっかりとリサ

ーチすることは必要だと思います。 

 

○五日市知香委員 県がこうした調査をする際には、長久手市で取り組まれた調査の仕方

と、ポイントや気をつけなければいけないことが変わってくると思うのですけれども、そ

の点についてアドバイスなどがありましたら教えていただけますでしょうか。 

 

○草郷孝好教授 実は、私がどこまでアドバイスできるのかなと思うぐらい、岩手県はい

ろいろな調査をされています。逆に勉強させてもらいたいなと思うことがたくさんあるぐ

らいですけれども、兵庫のゆたかさ指標は、先程御説明したように 55 もの質問項目がある

のですが、12 の将来像ごとにつながりや質問項目を設定していますので、将来像によって



 25 

はたくさん質問があるのもあれば、ちょっと少ないものもあります。 

 例えば、つながりの点で言うと、あなたには頼りになる知り合いが近所にいますかとか、

それからお住まいの地域は高齢者でも暮らしやすいと思いますかというような質問があり、

それに対してそう思うからそう思わないまで５段階の評価があります。それから、あなた

はボランティアなどで社会のために活動をしていますか、あるいはしてみたいですかとか、

若者が希望を持てる社会だと思いますかとか、商売や事業を新たに始めやすい環境になっ

ていると思いますかとか、お住まいの市や町では観光など訪問客が増えていると思います

かとか、地元や県内の農林水産業に活気が感じられると思いますかといった質問がありま

す。この質問を神戸に住んでいる人たちにもしてしまうわけですけれども、ちょっとその

ときの評価というのはどうなのだろうかとか、ちょっと気持ち悪いところがあるかもしれ

ません。それから、お住まいの地域は買い物や通院に便利であると思いますかとか、あな

たは太陽光など再生可能エネルギーを利用する取組に参加していますかとか、12 の将来像

に関係する項目を選択して、県庁が主導して長期ビジョンの審議会を立ち上げて、その中

で分科会を設置しました。分科会で、講演で触れさせてもらった地域ビジョン委員会の委

員長さんたちにより質問で妥当かどうか、意見出しを皆さんにやってもらい、修正をかけ

て質問項目をつくっていきました。 

 全体評価の指標は３つだけ入れており、「幸せ」という言葉はないですが、１つ目が、あ

なたは全体として今の生活に満足していますか、２つ目が、あなたは全体として、将来の

生活に不安を感じますか、３つ目は、あなたはお住まいの地域にこれからも住み続けたい

ですかというものです。参考になれば、またこういうものを岩手県庁さんの皆さんにも支

援していきたいと思います。 

 

○岩渕明会長 県のかたお願いします。 

 

○小野政策地域部政策推進室政策監 恐縮でございますが、事務局の方から一つ補足させ

ていただきたいと思います。 

 実は次回９月の第 80 回総合計画審議会の中での報告を予定してございますが、現在、岩

手の幸福に関する指標研究会、谷藤委員も委員になっていただいていますけれども、にお

きまして、議論になっております幸福をどのような指標で測るか、どういう捉え方をすれ

ばいいかについて、様々な専門的な観点から御議論いただいているところでございます。

９月の総合計画審議会の際に、その最終報告書について、昨年度は中間報告書を座長の吉

野先生の方から御報告いただいておりますけれども、最終報告書について御説明いただく

予定でございますので、そうした専門的な観点から作成していただいた指標のあり方も踏

まえて、次期総合計画にどのようにつなげていくかについて、あらためて御議論いただく

機会を設けたいと考えております。 

 

○岩渕明会長 それでは、神谷委員お願いします。 

 

○神谷未生委員 今、事務局から御説明いただいたので、少し重複するかもしれないので

すけれども、よろしいでしょうか。 
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 そもそも論になってしまうかもしれないのですけれども、今、大変興味深いプレゼンを

聞かせていただいて、なるほどと思ったり、これまで総合計画審議会のお話で、県はこう

いうふうに次の 10 年間の計画について考えているのだなということを聞いて、納得したり

つつも、どこか人ごとのように感じている自分がいるのも否めなくて、県が次の 10 年間の

ビジョンを決めたり、こうしていきたいということを示すことが、自分たちの生活にどう

かかわってくるのかというのが、直接的に感じられないという点があります。また、市町

村とのかかわりについて、10 年間のビジョンを県が掲げた後、例えば、私が住んでいる大

槌町であれば、ＵＪＩターンに対してどういう政策をするのかというのはとても興味があ

るのですけれども、県が決めたことが、あまり直接的に関係ないなというふうに感じる場

面が多々ありまして、そこに関して幸福度や幸福の指標などを決めた場合も、それを市町

村単位にどう落としていくのでしょうか。兵庫県の例でいうと、それを県民局単位で、ま

た指標をつくっていったということで、それは非常にいいなと思ってお聞きしたのですけ

れども、岩手県の場合はそこまで考えていらっしゃるのか、それとも県で一つのものだけ

を使用するのかなという点が少し気になりました。 

 もう一点は、今、この 12 の幸福関連領域と主要な論点を拝見して、先程も谷藤委員の方

から少しお話が出たのですけれども、震災直後の混乱を考えると、自分の生活再建に必死

で、正直まちづくりのことまで考える余裕が一切ない状況だった人がとてもたくさんおり

ました。そのため、きょうの生活があしたも来るということが確約できないにしても、今、

自分がある程度安定している土台に立って生活できているという実感がないと、地域との

つながりが考えづらいというか、つながっていけないということを大槌に暮らしていて感

じております。それを踏まえると、安定という言葉はあまり出てこないなと思います。そ

の安定は、安心とか、安全に含まれるのかもしれないのですけれども、安定と安心も少し

違う意味合いがあるのではないのかと思うので、そこに関して、県ではどのように考えて

いらっしゃるのかを少しお聞きたいと思います。 

 最後にもう一点伺います。県民の意識調査を様々な方法で行う予定ということなのです

けれども、以前の回でも申し上げていることですが、大人だけではなくて、これをぜひ中

高生にもやってほしいと思います。例えば、今の中学３年生の生徒たちがどう思っている

のかという調査を５年、10 年ずっと続けて、さらにコホート的というか、10 年、20 年と

いうスパンで調査を継続していった場合に、その人の幸福度がどう変化しているのか、ど

こで幸福度が下がって、上がるのかという調査の仕方もおもしろいのではないかなと思い

ましたので、そういうことを県として考えられているかどうかについても、お聞きしたい

なと思います。 

 

○岩渕明会長 県から御回答をお願いします。 

 

○小野政策地域部政策推進室政策監 ３点の御質問がございました。 

 初めに、そもそも県の総合計画と市町村における総合計画の関係でございますけれども、

総合計画につきましては、県と市町村とは対等な関係でございます。それぞれが、独自の

地域づくりという観点から、任意の計画という形で策定しているという関係でございます。 

 市町村は住民の皆さんの生活に一番身近な自治体であり、それぞれの取組を進めていら
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っしゃいます。一方で、県は広域的な自治体であることから、市町村を越えた広域的に取

り組んでいかなければいけない課題、さらには県を越えた、隣の県との関係やさらに離れ

た県、地域との関係、さらには専門的な観点もございます。市町村に対して、様々な調整

を行ったり、あるいは市町村の取組を応援したりというような、市町村と県とは対等であ

る一方で、それぞれ違った役割も担っているという状況でございます。 

 そういったことを前提といたしまして、県と市町村の総合計画の関係においては、県の

次期総合計画に幸福といった観点を取り込んで、そのまま市町村に同じ指標を使ってくだ

さいと直ちに言えるというようなものではないと考えております。 

 一方で、この計画の策定に当たっては、当然のことながら各市町村、地域の皆さんとも

十分に意見交換をしながら、総合計画を策定してまいりますので、そういった幸福という

観点は重要である、やはりこういった指標をもとに市町村においても同じような取組をし

ていこうというように御賛同いただけるところがどんどん出てくるのではないかと思って

おります。 

 さらに申し上げますと、岩手県内ですと既に遠野市さんや滝沢市においても、先行して

幸福について指標を設定するような取組が行われておりますので、言ってみれば県内の先

輩の自治体や他県にもさまざまなこういった取組をしているところがございますので、画

一的ではなくて、先程先生からもお話がございましたように、地域によって重点的なとこ

ろも違ってくるかと思いますので、そういったところも生かしながら、一方でそういった

幸福という観点は重要ですよねという御理解を広げながら、もしも次の総合計画で幸福と

いったことをテーマにするのであれば、そのような形で計画を策定し、その上で計画を推

進していくことが重要と考えております。 

 ２点目に、安定に関する御質問がございました。先程、12 の幸福関連領域に基づく議論

のきっかけとして論点をお示ししております。確かに、この中では安定という言葉が必ず

しも直接的に使われておりませんが、安心という言葉がありますし、収入やそれぞれの暮

らしといったものにおいては安定といったことが重要かもしれません。あるいは、12 の領

域において、安定の観点から横の切り口で、セーフティネットのようなものが重要である

と言えるかもしれません。その状況をどのように安定させていくのか、この状況をどのよ

うに強く打ち出していくのか、そのために例えば人づくりをどうしていくのか、この 12 の

領域をまたいで取り組んでいかなければいけない、あるいは、考えていかなければいけな

い点も多く、この安定という視点は、横串で考えなければいけない重要な観点と考えてお

りますので、今後、そういったところも十分に気をつけながら検討を進めていければと思

っております。 

 ３点目に、調査において、小中学校のお子さん方の意識を取り入れることについてのお

話でございます。県民意識調査につきましては、毎年度、１月、２月に 5,000 人を対象と

して調査を行っておりまして、今までですと対象が 20 歳以上だったのですけれども、実は

ことし１月、２月の調査から対象が 18 歳以上になりました。ある意味お子さんとは言えな

いと思うのですけれども、より若い人たちの意見も把握できるような調査に移ってきてご

ざいます。それをさらに小中学生の皆さんに進めていくか、そういった点につきましては、

まさにこの総合計画審議会での様々な御意見をいただきながら、県としてもそういったお

子さん方のお考えも重要と考えておりますので、検討させていただければと思います。 
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○岩渕明会長 それでは、次に千田委員お願いします。 

 

○千田ゆきえ委員 製造業をやっております千田と申します。きょうはありがとうござい

ました。 

 産業界の観点から申し上げますと、働き方改革について、これまで売り上げや利益を重

視してきて、ある意味経済成長を見ていた側での顧客満足という視点から、例えば、社員

満足といいますか、従業員の幸せを見るような形に変わってきております。当社ももちろ

ん働き方改革に取り組んでおり、残業の減少、休暇の取得、子育て時間の確保により、徐々

に社員満足度を充実させてきているところですが、例えば、スライドの 13 ページを見ると

経済成長しても必ずしも生活満足度につながっていないというようなパラドクスが起きて

いるというお話だったのですけれども、どちらかというと社員満足を進めていくことによ

って、生産効率が上がったり、利益率が向上したりという会社の利益につながるようなプ

ラスの経済的メリットがあり、このグラフで言うと、ＧＤＰと生活満足度が近づいていく、

あるいは、イコールになっていくような部分があると思うのですけれども、先生の研究の

中で、そういったお考えというのは何か出てきているのでしょうか。 

 

○草郷孝好教授 例えば、企業レベルでどのような働きかけをしているかを整理すると、

個人の仕事に対する向き合い方である働きがいと生活全体の改革である生き方の改革だと

思うのですけれども、経営者のかたは、従業員の満足度がしっかりした方が、企業のパフ

ォーマンスが上がり、より安定的で成長していくのだということを認識しており、エビデ

ンスも出てきているようです。では、そのことをこちらの図に落とし込むとどうなるのか

については、何とも言いがたい部分があります。それは、ここで表現されているのは、企

業で働いている人たちだけではないためです。13 ページのスライドで言うと転換点がある

のですけれども、転換点までの段階とそれ以降で、いわゆる人々の幸福のいわゆる満足に

対する判断基準が変わっています。簡単にいえば、この図は、最初の低所得状態から、所

得が上がっていくことによって、そのお金によって不足しているものがどんどん手に入り、

生活がよくなっていると評価できる状況、それが終わると何が起きるかというと、自分の

同じ大学の同期が早く昇進してしまったとか、どうも自分が乗っている車は陳腐なものに

見えるとか、割と相対的な比較によって自分の満足度を評価するようになっている状況と

いう説明で補足されます。 

 しかしながら、そのような状況において、今、千田委員がおっしゃられたような点は、

個別の取組により、日本全体の働き方が大々的に変わったとしますと、おっしゃるとおり

にこの図の差が近づく可能性はあります。具体的に言うと、このイースタリン・パラドク

スが当てはまっている国は、アメリカ、イギリス、日本です。この３つは非常によく似た

動きをしていますが、例えば、スウェーデンでは傾向が異なり、差は割と狭まっています。

ですから、そういったところも少しヒントになって、この図を見ると社会のあり方を変え

られるところがあるかと思います。やり方としては個別の働き方改革なりの切り口でいっ

て、例えば、その効果がこういうところにあらわれるのではないかという議論ができれば、

こういったものの使い方が意味を持ってくるだろうなと思いますので、ぜひ、従業員満足
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度を高めていただけたら、良いかなと思います。 

 

○岩渕明会長 意見交換の途中ではございますが、知事が 15 時で退席されますので、知事

からコメントを頂戴したいと思います。 

 

○達増知事 きょうは草郷先生に国際的な幸福指標あるいはこの新たな発展指標の動向と、

そして兵庫県と長久手市の例も紹介していただきながら、大変参考になるお話いただけた

と思います。 

 県の方では、幸福指標の研究会の検討がもうすぐ報告書を出せるところまで来ており、

この 12 の関連領域等の満足度や状況が良くなれば、幸福指標もそれによって上がるであろ

うということが見えてきているところまで来ています。それは別の角度からいうと、この

12 の領域が良くなっていくような施策を展開する、そういう計画を策定するとおのずと幸

福の状況も良くなっていくような計画になっていくだろうということで、だんだん計画の

ことを考えると幸福という言葉とともに仕事とか、収入とか、居住環境とか、そういった

ことについても今後 10 年どう取り組むかみたいな具体的なイメージも持っていくような

感じになっていくのかなと思います。 

 兵庫県では将来像として描かれていて、10 年計画であれば 10 年後のあるべき姿が描か

れて、そこに向かっていくようなものが計画というイメージかと思います。一方、今、岩

手にどういうリスクとチャンスがあって、それを 10 年かけてどう危ないところを減らし、

いいところ、チャンスを増やしていくかという、今を基点にして 10 年間どうやっていくか

というような計画の組み立て方もあるのかなと考えております。例え話ですけれども、青

い鳥の童話にあるように、幸福というのは今ここにはなくて、どこか知らないところに、

どこかわからないところにあるというイメージもあるのですが、実は幸福というのは青い

鳥が自分のうちの中にいるのであって、幸福はまず気づくもの、長久手の場合は長久手市

内にある、そういう幸福の要素に気づいていくところから作業を始めているというのは、

幸福というものを扱うのに非常にいいやり方なのかなという感じがしました。 

12 の領域に分けて取り組むとしても、例えば、自然環境でどういう幸福が、どういうい

い自然環境が、今岩手にあるのか気づくところで、幸福は、今ないものをどこかに行って

取ってくるという、それで取って来られる幸福もあるのだと思うのですけれども、今ある

ものを守るというのもかなり幸福には大事なので、そういう守り方とか、それをどうやっ

ていくのか。 

 足りない部分は、どこからかとってきたり、新しく作ったりしなければならないのだと

思うのですけれども、「幸福」という言葉をキーワードにしますと、経済成長だと、例えば、

今ですと 600 兆円のＧＤＰというのが目標になり、今は 600 兆円のＧＤＰがない状態だか

らだめな状態だみたいなイメージで、とにかく 600 兆円にするまではどんなことでもする

みたいにしていくと、ＧＤＰ600 兆円が達成されても、いろんなものが犠牲にされるよう

なことに陥る危険性があるので、やはり今目の前にあるもの、周りにあるものを大事にし

ていくというのは、地方自治体の場合に特に大事なのかなと思うので、国には国なりの目

標の設定や計画の立て方があるのかもしれないのですが、まさにそういう意味で、県なら

ではのそういう計画を策定していければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま
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す。 

 ありがとうございました。 

 

○岩渕明会長 それでは、知事はここで退席されます。どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続き意見交換をさせていただきます。黒沢委員お願いします。 

 

○黒沢惟人委員 若者のＵＩターン支援をしています、ＮＰＯ法人ｗｉｚの黒沢と申しま

す。 

 先程の神谷委員の御質問への県の回答に関連して、少し御意見させてもらえればと思い

ます。今、県の方から資料で示されている 12 の論点と、幸福を県の指標に掲げるというこ

とであれば、これから、いかに 33 ある市町村が、実際に市町村の計画や施策に落とし込ん

でもらうべきではないかと考えております。そのために、県として、これをテンプレート

のような形で示し、そのテンプレートを踏まえて、各市町村が、どの論点なのか、どの属

性の人に対してなのかというところを検討できるようにしていただければと思います。 

 ですから、今後、中高生などにも意見を聞いていく検討をされるということでしたけれ

ども、若者によっても、Ｉターン者なのか、Ｕターン者なのか、ずっと岩手にいる人なの

かというように、若者によってもいろいろ属性がありますので、各領域の議論においても、

仕事でしたら収入や住環境に、さらに横軸として属性みたいなのをプラスしていただける

と、各市町村にとって、施策に落とし込むときも、では若者の中でもこの層に対して、こ

の分野に対する幸福度を施策として高めていこうといった形で、反映しやすいと思います

ので、そういった観点も含め、今後御検討いただければと思います。 

 

○岩渕明会長 先程の県と市町村の計画の関係性のお話も踏まえ、ただいまの市町村にテ

ンプレートをお示しするという御意見についてはいかがでしょうか。 

 

○小野政策地域部政策推進室政策監 ただいま黒沢委員から御意見を頂戴いたしました。

先程、先進事例として、滝沢市を御紹介いたしましたけれども、同市におきましては総合

計画を策定する際に、属性についてのお話がございまして、ライフステージごとに分けて

いるところでございます。 

市町村は、一番住民の皆さんに近い自治体であり、県は広域自治体として、そういった

市町村を基本としながらも、例えば、産業や観光、インバウンドといった広域的な取組を

支えていくものであり、それぞれ役割は違うのですけれども、最終的に幸福というところ

に効果を与えるとすれば、狙うところは同じではないかと思っております。したがいまし

て、黒沢委員からお話をいただきました属性、あるいは、世代といった観点についても、

どういう形でテンプレートを作成するかという議論が必要かと存じますので、検討させて

いただきたいと思います。 

 繰り返しになりますけれども、市町村との関係におきましては、それぞれの市町村にお

いて、地域における事情、特徴を踏まえて総合計画が策定されることが原則としてありま

すので、県が総合計画を策定したから、市町村も必ず幸福でいきましょうということでは

ないと思います。 
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 一方で、今回、先生にもお話いただきましたが、様々な要因があって、多くの自治体で

幸福について考えるといった動きが増えていることは間違いないと考えておりますので、

県の計画について議論を御説明する際に、その点について市町村とも十分に意見交換して

まいりたいと思います。 

 

○岩渕明会長 委員の皆様から他に御意見はありますでしょうか。 

 もしくは、草郷先生からコメントございますでしょうか。 

 

○草郷孝好教授 先程、神谷委員でしたでしょうか、兵庫県のことをおっしゃったと思い

ます。その後にも議題になっていた部分で、もしかすると私のプレゼンテーションで誤解

を与えているかもしれないので、少し補足させてください。 

 確かにビジョンを立ち上げて、地域ごとの取組を行っています。でも、イコール県と市

町村が見事なまでに協力し合っているかというと、その点は結構ハードルが高いです。 

一つ言えるのは、幸福とか幸せという言葉が共通しなければ、一致してないのかという

と、そうではないのではないかなという思いを持っています。ですから、それぞれの地域

で重要だということが、幸福とか幸せという言葉ではないけれども、市民の生活をどう向

上させるかという点ではかなり一致しているのではないかという捉え方が実は重要で、つ

まり幸せとか幸福は、これが定義だよという形で、そこに押し込んでいくのは必ずしも正

しくないという点を補足させていただきます。 

 

○岩渕明会長 委員の皆様、他に御意見はよろしいでしょうか。 

 

 「なし」の声 

 

○岩渕明会長 それでは、以上をもちまして、意見交換を終了させていただきたいと思い

ます。 

私自身は、先程知事がおっしゃったバックキャスティングというか、10 年後はこうある

べきで、そこにどういうアプローチが必要かという形でビジョンを描くか、今、どういう

課題があり、その現状の課題をどう解決していって、10 年後のビジョンを描くかという、

スタートラインの違いが、次期計画の策定の方法に大きな差が出てくるのかなと感じてお

ります。 

 これまでの議論をあらためて振り返りますと、地方創生に関しては、岩手県では人口減

少における社会減が顕著でありながらも、岩手って本当はいいところなのだよねというこ

とを再認識させるところに、幸福とか幸せの議論、東京に住むよりも岩手に住むのがいい

よねという議論の原点があると感じております。我々が東京などに比べ不幸なのではなく、

やはり岩手に住むことが自信であり、誇りであると気づくことが大切であると思います。 

12 の幸福関連領域を１つずつ議論していくことも必要ですが、県民の皆さんにこういう

ムーブメントをやりましょうよと訴えかけていったときに、我々がどこをスタートにする

かという議論をきちんとやっておかないと説明が難しくなってくるかと思います。そうし

ないと議論の内容がばらばらになってしまったり、総花的になってしまったりということ
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もあると思うのですけれども、この辺りにつきましては次回以降も、もう２年ぐらいしか

ないと言った方がいいのでしょうか、まだ議論する機会あると思いますので、引き続き委

員の皆様から御意見を頂ければと思います。 

先程、高橋委員からお話があったこととも関係しますが、幸せの黄色いハンカチはある

けれども、幸福の黄色いハンカチはないよねといったネーミングの問題など、まさに論点

は様々あるのですけれども、この辺りで議事（４）における意見交換を終了させていただ

き、（５）その他に入らせていただきます。報告事項について、事務局から御説明をお願い

します。 

 

○小野政策地域部政策推進室政策監 それでは、その他といたしまして、事務局の方から

１点御報告申し上げます。 

 資料の方は、資料６―１、６―２とございますが、Ａ３横の資料６―１により、簡潔に

御説明申し上げます。 

国土強靱化基本法に基づきます地域計画といたしまして、一昨年度、当総合計画審議会

での検討を経て、平成 28 年２月に策定いたしました御覧の岩手県国土強靱化地域計画でご

ざいますけれども、昨年８月末に発生いたしました台風第 10 号による被害状況などを踏ま

えまして、計画の中身について見直しを行い、計画の改訂版を策定いたしましたので、御

説明申し上げます。 

 資料６―１の見直しの手順につきまして、２つ目の枠の中を御覧願います。県の防災会

議におきます地域防災計画の見直し内容なども踏まえながら、あらためて国土強靱化地域

計画の各分野について検討を行いまして、有識者の御意見等も踏まえながら、見直し作業

を行ったところでございます。国土強靱化地域計画につきましては、平時から県土の強靱

化のための様々な取組を行っていこうという役割がございます。 

 見直しの手順でございますけれども、真ん中のところに左から右に向けて矢印がござい

ますが、第１段階として、当初から計画の中に 22 の起きてはならない最悪の事態といった

シナリオを想定いたしまして計画を策定したところでございますが、その 22 の事態ごとに、

今回の台風 10 号でどのような事態が発生したのかということをあらためて整理をいたし

ました。その結果、22 のうち 17 の事態において発生事象があったといったことでござい

ます。それを踏まえて、その 17 の事態に掲げられている対応方策、施策の課題について、

洗い出しを行いました。その結果、72 の施策のうち 25 の施策につきまして、課題を確認

したことから、その対応方策について検討を進め、記載内容の見直し等の検討を行ったと

ころでございます。最終的には、下のところの主な見直し内容にございますとおり、13 の

施策の見直しあるいは追加を行ったところでございまして、下線を付している事項につき

ましては、県の地域防災計画の見直し内容を反映させたものでございますし、それ以外は

この国土強靱化地域計画の中で独自に見直しを行ったものでございます。例として、幾つ

か御紹介いたしますと、１の行政機能、情報通信分野につきましては、市町村の体制の整

備促進、３の保健医療・福祉分野につきましては、要配慮者利用施設における防災体制の

強化及び避難行動の支援、５番目の国土保全・交通分野につきましては、新たに設置いた

しました洪水減災対策協議会における水害被害の軽減を図る具体的な取組の推進など、合

わせて 13 の施策につきまして見直しや追加を行ったところでございます。 
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 さらに、その下、市町村の取組支援についても記載しておりますが、県の計画は 28 年２

月に策定しましたけれども、県内の各市町村において、まだこの国土強靱化地域計画の策

定を終えた市町村はございません。県の計画だけではなくて、市町村においても同様の計

画を策定し、平時から取組を進めていくことが重要という観点から、各市町村における計

画の策定が進むように支援を行っているところでございます。 

なお、計画本体の改訂箇所につきましては、少し厚い資料で恐縮ですけれども、資料６

―２において、朱書きで見直し箇所について記載しておりますので、後ほどお目通しいた

だければと思います。 

 それから、昨年度同様、本年度版の施策の進捗状況、実施状況につきましては、10 月開

催時の本審議会にて御報告したいと考えております。その際、また委員の皆様から強靱化

の取組につきましても幅広い御意見を伺えればと考えておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 事務局からの報告は以上でございます。 

 

○岩渕明会長 国土強靱化地域計画の台風 10 号災害に関する改訂についてということで

ございます。御意見や御質問等につきましては、恐れ入りますが、時間の関係もございま

して、後程事務局の方へお願いしたいと思います。 

 その他、委員の皆様から御意見等ございましたらお願いしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

 

 「なし」の声 

 

○岩渕明会長 それでは、以上で議事を終了させていただきます。 

 

○南政策地域部副部長兼政策推進室長 岩渕会長、大変ありがとうございました。 

 

４ その他 

○南政策地域部副部長兼政策推進室長 それでは、最後に次第の４、その他でございます

が、全体を通しまして、何かございましたらば御発言をお願いいたします。よろしゅうご

ざいますでしょうか。 

 

 「なし」の声 

 

○南政策地域部副部長兼政策推進室長 それでは、委員の皆様、長時間にわたる御審議大

変ありがとうございました。 

 次回の総合計画審議会は、先ほど資料２で御説明申し上げましたように９月 15 日、金曜

日の開催を予定しております。詳細につきましては、後ほど担当の方から御連絡を申し上

げます。 

 

５ 閉 会 
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○南政策地域部副部長兼政策推進室長 それでは、本日の審議会は以上をもちまして閉会

といたします。本日はまことにありがとうございました。 


